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広島市住宅耐震改修等補助事業実施要綱  

  

 広 島市 住 宅耐 震 改修 補助 事 業実 施 要綱 （平 成 ２０ 年 ４月 ３０

日施行）の全部を改正する。  

 

 （趣旨）  

第１ 条  こ の要 綱 は、 民間 住 宅の 耐 震化 の促 進 を図 り 、災 害に

強い 都 市構 造 を形 成す る こと に 寄与 する た め、 市 民自 らが 行

う住 宅 の耐 震 改修 等に 要 する 費 用の 一部 を 、予 算 の範 囲内 に

おい て 補助 す るこ とに つ いて 、 広島 市補 助 金等 交 付規 則（ 昭

和３６年広島市規則第５８号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２ 条  こ の要 綱 にお いて 次 の各 号 に掲 げる 用 語の 意 義は 、当

該各号に定めるところによる。  

⑴  補 助対 象 住宅  市 内 に存 す る木 造在 来 軸組 構 法及 び伝 統

的構 法 の住 宅 で 、 次に 掲 げる 要 件 の すべ て に該 当 す る もの

をいう。  

ア  昭 和５ ６ 年 ５ 月３ １ 日以 前 に 着 工さ れ た一 戸 建 て 住宅

（店 舗 等 の用 に 供 する 部 分 の床 面 積 が延 べ 面 積の ２ 分 の

１未満のものを含む。）であること。  

イ  地階を除く階数が２以下であること。  

ウ  現に居住の用に供する住宅であること。  

 エ  販売を目的とするものでないこと。  

 オ  国又 は 他の 地方 公 共団 体 から 、こ の 要綱 に 基づ く補 助

金の 交 付 の対 象 と 同一 の も の に 対 し て、 補 助 金の 交 付 を

受けていないものであること。  

⑵  耐 震 診 断  一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災 協 会 が 発 行 す る

「 2012年 改 訂 版 木 造 住 宅 の 耐 震 診 断 と 補 強 方 法 」 に 定 め る

「一般診断法」又は「精密診断法」（時刻歴応答計算による

方法を除く。）に基づいて、建築士法（昭和２５年法律第２

０２号）第２条第１項に規定する建築士（以下「建築士」と

いう。）が補助対象住宅の地震に対する安全性を評価するこ

とをいう。  
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⑶  簡 易耐 震 診断  国 土 交通 省 住宅 局監 修 、一 般 財団 法人 日

本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の

耐震診断」の耐震診断問診表に基づいて、補助対象住宅の地

震に対する安全性を評価することをいう。  

⑷  耐 震改 修 計画 判定 書  建 築 物の 耐震 改 修の 計 画が 、建 築

物の 耐 震改 修 の 促 進に 関 する 法 律 （ 平成 ７ 年法 律 第 １ ２３

号） に 基づ く 国 土 交通 省 告示 第 １ ８ ４号 別 添（ 建 築 物 の耐

震診 断 及び 耐 震 改 修の 実 施に つ い て 技術 上 の指 針 と な るべ

き事項）に定めるところにより作成され、かつ、当該計画の

作成 に 当た り 行 っ た構 造 計算 が 妥 当 であ る こと を 既 存 建築

物耐 震 診断 ・ 改 修 等推 進 全国 ネ ッ ト ワー ク 委員 会 が 登 録し

た耐 震 判定 委 員 会 その 他 市長 が 認 め るも の が証 す る 書 類を

いう。  

⑸  耐 震改 修 計画  耐 震 診断 の 結果 、上 部 構造 評 点が ０． ７

未満 の 補助 対 象 住 宅を 、 耐震 改 修 工 事後 に １． ０ 以 上 にす

るた め に必 要 と な る補 強 計画 で 、 建 築士 が 作成 す る も のを

いい、次のいずれかに該当するものをいう。  

 ア  そ の 計画 の 作成 に当 た って 一 般財 団法 人 日本 建 築防災

協会 の 木造 住 宅 耐 震診 断 プロ グ ラ ム 評価 制 度 の 評 価 を取

得し た 木造 住 宅 の 耐震 診 断プ ロ グ ラ ムを 利 用し て 行 うも

の  

 イ  耐 震 改修 計 画判 定書 の 交付 を 受け た補 強 計画 に 基づき

行うもの  

⑹  耐 震改 修 設計  耐 震 改修 計 画を 作成 し 、補 強 計画 図や 見

積書 等 の耐 震 改修 工事 に 必要 な 図書 を作 成 する も のを いう 。 

⑺  耐 震改 修 工事  耐 震 改修 計 画に 基づ い て行 う 工事 で、 建

築士が工事監理するものをいう。  

⑻  省 エネ 基 準  建築 物 のエ ネ ルギ ー消 費 性能 の 向上 等に 関

する 法 律（ 平 成 ２ ７年 法 律第 ５ ３ 号 ）第 ２ 条第 １ 項 第 ３号

に規 定 する 建 築 物 エネ ル ギー 消 費 性 能基 準 に相 当 す る もの

をいう。  

⑼  除 却工 事  耐 震診 断 の結 果 、上 部構 造 評点 が ０． ７未 満

又は 簡 易耐 震 診 断 によ る 評点 の 合 計 が７ 以 下の 補 助 対 象住

宅を取り壊すことをいう。  
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⑽  現 地建 替 え工 事  除 却工 事 後、 同一 の 敷地 に 、新 たに 住

宅を建築することをいう。  

⑾  非 現地 建 替え 工事  除却 工 事を 行う と とも に 、別 の敷 地

に、新たに住宅を建築することをいう。  

⑿  居 住予 定 者  第３ 条 第１ 項 第１ 号及 び 第２ 号 に掲 げる 補

助対 象 事業 完 了 後 、 同 条 第１ 項 第 １ 号に お いて は 補 助 対象

住宅 、 同条 第 １ 項 第２ 号 にお い て は 新た に 建築 す る 住 宅に

居住 を 予定 し て い る者 で 、実 績 報 告 の時 点 にお い て 当 該住

宅に居住しているもの  

⒀  利 子補 給 制度  独 立 行政 法 人住 宅金 融 支援 機 構に よる 高

齢者向け耐震改修融資への利子補給制度をいう。  

（補助対象事業）  

第３条  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」

という。）は、次に掲げるものとする。  

⑴  耐 震改 修 設計 及び 耐 震改 修 工事 を行 う もの （ 以下 「耐 震

改修事業」という。）  

⑵  現 地建 替 え工 事、 新 たに 建 築す る住 宅 の 設 計 及び 工事 監

理を行うもので、次に掲げる要件の全てに該当する もの（以

下「現地建替え事業」という。）  

ア  新たに建築する住宅が省エネ基準に適合するもの  

イ  新 たに 建 築 す る住 宅 が土 砂 災 害 警戒 区 域等 に お け る土

砂災 害 防 止対 策 の 推進 に 関 する 法 律 （平 成 １ ２年 法 律 第

５７号。以下「土砂法」という。）第９条第１項に規定す

る土砂災害特別警戒区域 外にあるもの  

ウ  新 た に 建 築 す る 住 宅 が 建築基準法（昭和２５年法律第２

０１ 号 ） 第３ ９ 条 第１ 項 に 規定 す る 災害 危 険 区域 （ 急 傾

斜地 の 崩 壊に よ る 災害 の 防 止に 関 す る法 律 （ 昭和 ４ ４ 年

法律 第 ５ ７号 ） 第 ３条 第 １ 項に 規 定 する 急 傾 斜地 崩 壊 危

険区 域 又 は地 す べ り防 止 法 （昭 和 ３ ３年 法 律 第３ ０ 号 ）

第３ 条 第 １項 に 規 定す る 地 すべ り 防 止区 域 と 重複 す る 区

域に限る。）外にあるもの。ただし、現地建替え事業と併

せて 行 う対 策 に よ り建 築 行為 の 制 限 が解 除 され る 場 合 は、

この限りでない。  

⑶  非現地建替え工事を行うもの（以下「非現地建替え事業」
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という。）  

⑷  除 却工 事 を行 うも の で 、 新 たに 居住 す る住 宅 が耐 震性 を

有するもの（以下「除却事業」という。）  

２  前項 第２ 号か ら第 ４号 まで に掲 げる 補助 対象 事業 にお いて 、

補助 対 象住 宅 が建 つ敷 地 の道 路 に面 する ブ ロッ ク 塀に 、倒 壊

の危 険 性が 認 めら れる 場 合 は 、 その 状況 を 改善 す る も のと す

る。  

（補助額）  

第４条  各補助対象事業における補助額は、次のとおりとする。

ただ し 、補 助 額は その 額 に千 円 未満 の端 数 があ る とき は、 そ

の端数は切り捨てた額とする。   

補助対象事業  補助額（消費税を除く。）  

耐震改修事業  

耐震改修事業に要する費用のうち、耐震

改修工事費（工事監理費を除く。）の 80％

かつ、 115万円を限度とする。  

耐震改修事業  

※ 利 子 補 給 制 度 を

利用する場合  

耐震改修事業に要する費用のうち、耐震

改修工事費（工事監理費を除く。）の 40％

かつ、 57.5万円を限度とする。  

現地建替え事業  

現地建替え事業に要する費用のうち、現

地建替え工事費の 80％かつ、 115万円を

限度とする。  

非現地建替え事業  

非現地建替え事業に要する費用のうち、

除却工事費の 23％かつ、58万円を限度と

する。  

除却事業  
除却工事費の 23％かつ、58万円を限度と

する。  

 

 （補助対象者）  

第５条  補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は 、

補助 対 象事 業 のい ずれ か を行 お うと する 者 であ っ て、 次に 掲

げる要件のすべてに該当する者とする。  

 ⑴  補 助 対象 住 宅の 所有 者 、所 有 者の 配偶 者 又は 一 親等 の親

族（以下「所有者等」という。）  
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 ⑵  補助対象住宅に居住している所有者等  

 ⑶  補助対象事業完了後も 広島県内に居住する者  

 ⑷  世帯の主たる生計維持者の市税の滞納がないこと。  

⑸  世 帯 の 主 た る 生 計 維 持 者 の 前 年 の 所 得 金 額 が 1,200万 円

以下であること。  

２  耐震 改 修事 業 又は 現地 建 替え 事 業を 行お う とす る 者に おい

ては 、 前項 第 ２号 の規 定 にか か わら ず、 居 住予 定 者と する こ

とができる。  

（補助金の交付の申請）  

第６ 条  補 助対 象 者が 補助 金 の交 付 を受 けよ う とす る とき は、

補助 対 象事 業 に着 手す る 前に 、 広島 市住 宅 耐震 改 修等 補助 金

交付 申 請書 （ 別記 様式 第 １号 ） に次 に掲 げ る書 類 を添 付し て

市長に提出しなければならない。  

⑴   住民票の写し（世帯全員の氏名及び世帯主との続柄の記

載のあるものに限る。）  

⑵   補助対象住宅に係る登記事項証明書その他当該住宅の所

有者が分かるもの  

⑶   補助対象住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住

宅の建築年月日が 分かるもの  

⑷   耐震診断の結果報告書の写し（現地建替え事業、非現地

建替え事業又は除却事業に限り、簡易耐震診断の結果の写

しとすることができる。）  

⑸   世帯の主たる生計維持者の納税証明書（市税を滞納して

いない旨の証明書）又はその写し  

⑹   世帯の主 たる生 計維持者の 市民税 ・県民税課 税台帳 記載

事項証明書（所得証明書）又はその写し  

⑺   補助対象住宅の現況写真  

⑻   補助対象事業に要する費用の見積書又はその写し  

⑼   補助金の交付申請に係る誓約書（別記様式第２号）  

⑽   次に掲げる事項を記載した事業計画書  

ア  補助対象事業に係る全体工程表  

イ  補助対象住宅の付近見取図及び配置図  

⑾   その他市長が必要と認めるもの  

２  現地 建 替え 事 業、 非現 地 建替 え 事業 又は 除 却事 業 を行 う者
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で、 補 助対 象 住宅 が建 つ 敷地 の 道路 に面 す るブ ロ ック 塀が 存

する 場 合は 、 前項 に掲 げ る書 類 のほ か、 次 に掲 げ る書 類を 添

付しなければならない。  

⑴  ブロック塀の外観写真  

⑵  ブ ロッ ク 塀の 倒壊 の 危険 性 の有 無と 改 善方 法 を示 すも の

（建築士が作成したものに限る。）  

３  前年 度 及び 当 該年 度に お いて 既 に広 島市 住 宅耐 震 診断 補助

事業 に よる 補 助金 の交 付 を受 け た者 にあ っ て、 第 １項 第１ 号

から 第 ４号 ま でに 掲げ る 書類 の 記載 内容 に 変更 が なく 、 広 島

市木 造 住宅 耐 震診 断費 補 助金 額 確定 通知 書 の写 し を添 付す る

場合 に は、 同 項第 １号 か ら第 ４ 号ま でに 掲 げる 書 類の 添付 を

省略することができる。  

４  補助 対 象者 の うち 居住 者 又は 居 住予 定者 が 所有 者 でな い 場

合に お いて は 、前 各項 に 掲げ る 書類 のほ か 、戸 籍 謄本 その 他

所有 者 と居 住 者又 は居 住 予定 者 の親 族関 係 が 分 か るも のを 提

出しなければならない。  

５  利子 補 給制 度 を受 けよ う とす る 補助 対象 者 は、 第 １項 の交

付の申請にあわせて【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度

利用 対 象証 明 書発 行申 請 書（ 別 記様 式第 １ ５号 ） を市 長に 提

出しなければならない。  

 （交付決定通知等）  

第７ 条  市 長は 、 前条 の規 定 によ る 申請 を審 査 し、 適 当で ある

と認 め たと き は、 広島 市 住宅 耐 震 改 修等 補 助金 交 付決 定通 知

書（ 別 記様 式 第 ３ 号） に より 当 該申 請者 に 通知 す るも のと す

る。  

２  市長 は 、補 助 金の 交付 を 決定 す る場 合に お いて 、 必要 に応

じて条件を付すことができる。  

３  市長 は 、補 助 金を 交付 し ない こ とを 決定 し たと き は、 広島

市住宅耐震改修等補助金不交付決定通知書（別記様式第 ４号）

により当該申請者に通知するものとする。  

４  第１ 項 の規 定 によ り補 助 金交 付 決定 通知 を 受け た 者は 、当

該通知を受けた後に補助対象事業に着手するものとする。  

５  市長 は 、前 条 第５ 項の 規 定に よ り利 子補 給 制度 の 利用 対象

証明 の 申請 が あっ たと き で、 第 １項 の規 定 によ り 交付 を決 定
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したときは、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対

象証 明 書（ 別 記様 式第 １ ６号 及 び様 式第 １ ７号 ） を当 該申 請

者に交付するものとする 。  

 （補助対象事業の着手）  

第８ 条  補 助金 の 交付 の決 定 を受 け た者 は、 補 助対 象 事業 に着

手し た とき は 、遅 滞な く 広島 市 住宅 耐震 改 修等 補 助事 業着 手

届（別記様式第５ 号）に次の各号に掲げる区分に応じ、同号に

掲げる書類を添付して市長に届け出なければならない。  

 ⑴  耐震改修事業  

  ア  耐 震改 修 設計 、 耐 震 改修 工 事及 び 工 事 監理 に 係る 契約

書の写し  

  イ  設計者及び工事監理者の建築士免許証の写し  

 ウ  耐震改修工事後における耐震診断 の判定値（計画値）  

 エ  耐震改修計画に係る設計図書  

 オ  耐震改修計画の作成方法を示す書類  

 カ  その他市長が必要と認める書類  

⑵  現地建替え事業  

 ア  現地 建 替え 工事 、 新た に 建築 する 住 宅 の 設 計及 び工 事

監理に係る契約書の写し  

 イ  新たに建築する住宅の配置図、平面図 及び立面図  

 ウ  新た に 建築 する 住 宅の 確 認済 証（ 建 築基 準 法（ 昭和 ２

５ 年法 律 第 ２ ０１ 号 ）第 ６ 条 第 ４項 の 規定 に よ る 確認 済

証をいう。以下同じ。）の写し（建築基準法第６条第１項

に 規定 す る 確 認を 要 しな い 場 合 にあ っ ては 、 同 法 第１ ５

条第１項の規定による工事届の写し）  

  エ  省エネ基準への適合確認のための書類  

  オ  その他市長が必要と認める書類  

 ⑶  非現地建替え事業  

 ア  除却工事に係る契約書の写し  

 イ  新た に 建築 する 住 宅の 付 近見 取図 、 配置 図 、平 面図 及

び立面図  

 ウ  新た に 建築 する 住 宅の 確 認済 証の 写 し （ 建 築基 準法 第

６ 条第 １ 項 に 規定 す る確 認 を 要 しな い 場合 に あ っ ては 、

同法第１５条第１項の規定による工事届の写し）  
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  エ  その他市長が必要と認める書類  

 ⑷  除却事業  

 ア  除却工事に係る契約書の写し  

 イ  新た に 居住 する 住 宅の 検 査済 証 （ 建 築基 準 法第 ７条 第

５項の規定による検査済証をいう。以下同じ。）の写しそ

の他耐震性を有することが分かる書類  

 ウ  その他市長が必要と認める書類  

（変更等の承認申請等）  

第９ 条  補 助金 の 交付 の決 定 を受 け た者 は、 補 助金 交 付決 定後

にお い て、 規 則第 １２ 条 第１ 項 の規 定に よ る計 画 の変 更等 の

承認 を 受け よ うと する と きは 、 遅滞 なく 広 島市 住 宅耐 震 改 修

等補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（別記様式第 ６号）

を市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の申請を審査し、適当であると認めたときは、

広島市住宅耐震改修等補助事業変更（中止・廃止）承認通知書

（別記様式第７号）により当該申請者に通知するものとする。 

３  補助 金 の交 付 の決 定を 受 けた 者 で、 第７ 条 第５ 項 の規 定に

よる 利 子補 給 制度 の利 用 対象 証 明 書 の交 付 を受 け た者 （以 下

「交付の決定等を受けた者」という。）は、第１項の変更の承

認を 受 けよ う とす ると き は 、 第 １項 の変 更 の申 請 にあ わせ て

【リ ・ バー ス ６０ 】耐 震 改修 利 子補 給制 度 利用 対 象証 明書 発

行申 請 書（ 別 記様 式第 １ ５号 ） を市 長に 提 出し な けれ ばな ら

ない 。 ただ し 、当 該交 付 の決 定 等を 受け た 者が 利 子補 給制 度

の利 用 を辞 退 又は 金融 機 関の 融 資が 不承 認 にな っ た場 合は 、

金融 機 関か ら 交付 の決 定 等を 受 けた 者に 対 して 発 行さ れた 、

その 旨 の通 知 書等 を、 第 １項 の 変更 の申 請 書に 添 付し て市 長

に提出しなければならない。  

４  市長は、前項の申請を審査し、適当であると認めたときは、

【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書（ 別

記様 式 第１ ６ 号及 び様 式 第１ ７ 号 ） を当 該 申請 者 に交 付す る

ものとする。  

 （実績報告）  

第１ ０条  補助 金 の交 付の 決 定を 受 けた 者は 、 補助 対 象事 業の

完了 の 日か ら ４０ 日以 内 又は 当 該年 度の １ 月末 日 まで のい ず



 

9 

 

れか 早 い日 ま でに 、広 島 市住 宅 耐震 改修 等 補助 事 業実 績報 告

書（ 別 記様 式 第 ８ 号） に 次に 掲 げる 書類 を 添付 し て市 長に 提

出しなければならない。  

⑴  補 助対 象 事業 の着 手 前、 工 事中 及び 完 了時 の 状況 の分 か

る写真  

⑵  工事監理報告書（別記様式第９号）（耐震改修事業の場合

に限る。）  

⑶  補助対象事業に要した費用の請求書及び領収書の写し  

⑷  その他市長が必要と認める書類  

２  補助対象者のうち居住予定者は、前項に掲げる書類のほか、

住民 票 の写 し （耐 震改 修 事業 に おい ては 補 助対 象 住宅 、現 地

建替 え 事業 に おい ては 新 たに 建 築し た住 宅 に居 住 して いる こ

とが分かるもの）を添付しなければならない。  

３  現地建替え事業に係る報告は、前２項に掲げる書類のほか、 

新 た に 建築 し た 住 宅 の 検 査済 証 の 写 し を 添 付し な け れ ば なら

ない。ただし、建築基準法第６条第１項に規定する確認を要し

ない場合にあっては、この限りでない。  

４  非現 地 建替 え 事業 に係 る 報告 は 、第 １項 に 掲げ る 書類 のほ

か、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

 ⑴  新 た に建 築 した 住宅 の 検査 済 証 の 写し （ 建築 基 準法 第６

条第１項に規定する確認を要 する場合に限る。）  

 ⑵  新たに建築した住宅への住み替え後の住民票の写し  

５  除却 事 業に 係 る報 告は 、 第１ 項 に掲 げる 書 類の ほ か、 新た

に居 住 する 住 宅へ の住 み 替え 後 の住 民票 の 写し を 添付 しな け

ればならない。  

６  現地建替え事業、非現地建替え事業又は除却事業において、

補 助 対 象住 宅 が 建 つ 敷 地 の道 路 に 面 す る ブ ロッ ク 塀 に 、 倒壊

の危険性が認められる場合は、第１項に掲げる書類のほか、改

善状況が確認できる書類 を添付しなければならない。  

（補助金の額の確定）  

第１１条  市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、

その 報 告に 係 る補 助事 業 の成 果 が補 助金 の 交付 の 決定 の内 容

及び こ れに 付 した 条件 に 適合 す るも ので あ るか ど うか を調 査

確認 し 、適 合 する と認 め たと き は、 交付 す べき 補 助金 の額 を
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確定 し 、広 島 市住 宅耐 震 改修 等 補助 金額 確 定通 知 書（ 別記 様

式第 １ ０号 ） によ り当 該 補助 金 の交 付の 決 定を 受 けた 者に 通

知しなければならない。  

 （補助金の請求）  

第１ ２条  前条 の 規定 によ る 通知 を 受け た者 は 、広 島 市住 宅耐

震改 修 等補 助 金交 付請 求 書（ 別 記様 式第 １ １号 ） を市 長に 提

出し、補助金の交付の請求をするものとする。  

 （交付決定の取消等の通知）  

第１ ３条  市長 は 、規 則第 １ ２条 第 ３項 の 規 定 によ り 補助 金の

交付 の 決定 を 取り 消し 、 又は 変 更し たと き は 、 広 島市 住宅 耐

震改修等補助金交付決定取消（変更）通知書（別記様式第 １２

号）により通知するものとする。  

２  市長 は 、規 則 第１ ８条 第 １項 の 規定 によ り 補助 金 の交 付の

決定 の 全部 又 は一 部を 取 り消 し たと きは 、 広島 市 住宅 耐震 改

修等補助金交付決定（一部）（ 全部）取消通知書（別記様式第

１３号）により通知する ものとする。  

３  市長 は 、第 ７ 条第 ５項 の 規定 に よる 利子 補 給制 度 の利 用対

象証 明 書を 交 付し たと き で、 第 １項 又は 第 ２項 の 規定 によ り

交付の決定を取り消したときは、【リ・バース６０】耐震改修

利子補給制度利用対象証明書（一部）（全部）取消通知書（別

記様式第１８号）により、通知するものとする 。  

 （返還命令）  

第１ ４条  市長 は 、規 則第 １ ２条 第 ５項 、 第 １ ９条 第 １項 又は

同条第２項の規定 により補助金の返 還を命ずるときは 、広島

市住宅耐震改修等 補助金返還命令書 （別記様式第１４ 号）に

より行うものとする。  

 （調査等に対する協力）  

第１ ５条  市長 は 、補 助金 の 交付 の 決定 を受 け た者 に 対し 、補

助対 象 事業 に 関す る調 査 又は 報 告の 協力 を 求め る こと がで き

る。  

（帳簿等の整備）  

第１ ６条  補助 金 の交 付を 受 けた 者 は、 補助 事 業に つ いて 証票

を整 え 、及 び 経理 を明 ら かに す る帳 簿を 作 成し 、 補助 事業 の

完了後５年間保存しなければならない。  



 

11 

 

（暴力団の排除）  

第１ ７条  市長 は 、申 請者 が 次の 各 号の いず れ かに 該 当す ると

きは 、 この 要 綱に 定め る 他の 規 定に かか わ らず 、 補助 金を 交

付しないものとする。  

  ⑴  暴 力団 員 によ る不 当 な行 為 の防 止等 に 関す る 法律 （平 成

３年 法 律第 ７ ７ 号 ）第 ２ 条第 ２ 号 に 規定 す る暴 力 団 （ 以下

「暴 力 団」 と い う 。） 又 は同 条 第 ６ 号に 規 定す る 暴 力 団員

（以下「暴力団員」という。）  

    ⑵  広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）

第１９条第３項の規定による公表が 現に行われている者  

 ⑶  暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者  

２  市長 は 、補 助 金の 交付 の 決定 を 受け た者 が 前項 各 号の いず

れか に 該当 す ると 認め た とき は 、補 助金 の 交付 決 定の 全部 又

は一部を取り消すことができる。  

（委任規定）  

第１ ８条  この 要 綱の 施行 に 関し 必 要な 事項 は 、都 市 整備 局指

導担当局長が別に定める。  

 

附  則  

（施行期日）  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

 

附  則  

（施行期日）  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 

附  則  

（施行期日）  

この要綱は、令和７年５月１日から施行する。  

 

附  則  

（施行期日）  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  


